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(57)【要約】
　一実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、蒸着源
と対向する面に改質処理が施された（Ｓ２）蒸着マスク
の一面に支持基板が装着され（Ｓ３）、蒸着マスクに向
かって所望の有機材料を飛散させることで支持基板の所
望の場所に複数層からなる有機層が積層され（Ｓ４）、
有機層の上に第２電極が形成される（Ｓ８）。そして、
複数層からなる有機層の積層の前、複数層からなる有機
層の各有機層の積層の前又は後、及び前記第２電極の形
成の前の少なくとも１つのタイミングで、蒸着マスクの
露出面又は蒸着マスクに形成された有機層の露出面が改
質される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともＴＦＴ及び第１電極が形成された支持基板を準備し、
　蒸着チャンバの内部に配置された蒸着マスクに、前記第１電極を対向させて前記支持基
板を装着し、
　前記蒸着マスクの前記支持基板と対向する面と反対面に向かって前記蒸着マスクと離れ
た位置から有機材料を飛散させることによって複数層からなる有機層を積層し、
　前記有機層の上に第２電極を形成する
ことを含み、
　前記複数層からなる有機層の積層の前、前記複数層からなる有機層の各有機層の積層の
前又は後、及び前記第２電極の形成の前の少なくとも１つのタイミングで、前記蒸着マス
クの露出面又は前記蒸着マスクに形成された有機層の露出面を改質させる改質処理を行う
、有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記複数層からなる有機層の積層は、前記蒸着チャンバと異なる蒸着チャンバに前記支
持基板を移動し、又は蒸着マスクを交換して行い、前記支持基板の移動の際、又は前記蒸
着マスクの交換の際に前記改質処理を行う、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方
法。
【請求項３】
　前記改質処理が、酸素プラズマ処理、コロナ処理、加熱処理、及び紫外線照射処理の少
なくとも１種である、請求項１又は２に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記改質処理は、前記蒸着マスクに有機材料が新たに０.０５μｍ以上であって、１μ
ｍ以下堆積したタイミングで行われる、請求項２又は３に記載の有機ＥＬ表示装置の製造
方法。
【請求項５】
　前記改質処理は、前記蒸着マスクと交換するための予備の蒸着マスクを保管するマスク
ストッカの内部もしくは搬出口、又は前記蒸着マスクを交換するための減圧クラスタの内
部で行われる、請求項１～４のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記蒸着マスクが、前記蒸着マスクにおいて有機材料を通過させるために設けられた開
口の少なくとも周辺が樹脂フィルムのみで形成されたマスクである、請求項１～５のいず
れか１項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項７】
　有機材料を蒸着する蒸着チャンバと、
　前記蒸着チャンバと仕切弁を介して接続され、前記蒸着チャンバ内の蒸着マスクの出し
入れを中継する減圧クラスタと、
　前記減圧クラスタと仕切弁を介して接続され、交換用の蒸着マスクを保管するマスクス
トッカと、
　前記蒸着マスクの表面又は該蒸着マスクに堆積した有機材料の表面を改質する改質処理
装置と
を含む有機ＥＬ表示装置の製造装置。
【請求項８】
　前記改質処理装置が、前記マスクストッカ又は前記減圧クラスタとは別に、前記減圧ク
ラスタと仕切弁を介して設けられる、処理装置である請求項７に記載の有機ＥＬ表示装置
の製造装置。
【請求項９】
　前記改質処理装置が、前記マスクストッカの内部、又は前記蒸着マスクの出し入れをす
る搬出口の近傍に設けられる一対の電極と、前記マスクストッカの外部に配置され、前記
一対の電極に高周波の高電圧を印加する電源とを含んでいる、請求項７に記載の有機ＥＬ
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表示装置の製造装置。
【請求項１０】
　前記改質処理装置が、前記マスクストッカ又は前記減圧クラスタの内部にプラズマを生
成する窒素又は酸素のガスの供給源と、高周波電界を形成し得る高周波電源とで形成され
ている、請求項７に記載の有機ＥＬ表示装置の製造装置。
【請求項１１】
　前記改質処理装置が、窒素又は乾燥空気を満たす容器と、前記容器内を８０℃以上であ
って、５００℃以下で保持する加熱器とを有している、請求項７に記載の有機ＥＬ表示装
置の製造装置。
【請求項１２】
　前記乾燥空気が、露点－５０℃以下の乾燥空気である、請求項１１に記載の有機ＥＬ表
示装置の製造装置。
【請求項１３】
　前記改質処理装置が、蒸着マスクを収納する容器と、前記容器内の前記蒸着マスクの表
面に照射する紫外線を供給する紫外線供給装置とを有している、請求項７に記載の有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造装置。
【請求項１４】
　前記照射する紫外線が、１８５ｎｍ及び／又は２５４ｎｍの紫外線である、請求項１３
に記載の有機ＥＬ表示装置の製造装置。
【請求項１５】
　前記紫外線供給装置が、低圧水銀ランプである、請求項１３又は１４に記載の有機ＥＬ
表示装置の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置の製造方法及び製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示装置が製造される場合、例えば支持基板にＴＦＴ等の駆動素子が形成され
、その上に有機層が画素ごとに対応して積層される。この有機層は水分に弱いので、有機
層はエッチングに耐え得ない。そのため、被蒸着基板に蒸着マスクが重ねて配置され、そ
の蒸着マスクを介して有機材料が蒸着される。そして、必要な画素のみに必要な有機層が
積層される。
【０００３】
　一方、蒸着マスクは１個の被蒸着基板に蒸着するために使用されるだけではなく、複数
個の被蒸着基板に連続して蒸着する場合にも使用され得る。また、同じ被蒸着基板の同じ
画素に蒸着がされる場合でも、蒸着する有機材料が交換されたり、他の工程を挟んで再度
同じ蒸着マスクが使用されたりする場合もある。そのため、蒸着マスクの開口のない部分
には、有機材料が堆積して、段々と厚くなっていく。この有機材料の堆積が多くなると、
蒸着マスクに付着した有機材料の一部が剥がれて、被蒸着基板の方に運ばれて被蒸着基板
の意図しない部分に付着する、という危険性がある。そのため、一定の厚さの有機材料が
堆積した蒸着マスクは洗浄され、有機層が除去される（例えば特許文献１参照）。特許文
献１には、レーザを照射することで、その衝撃波によってマスクに付着した有機層が剥離
されることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１１７２３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　前述の蒸着マスクに付着した付着物の除去は、蒸着マスク１枚当たり４～５時間程度と
非常に長時間を要する。一方、蒸着時間は、１枚の被蒸着基板に一層の有機材料を堆積す
るのに、数十秒から数分のオーダである。１枚の蒸着マスクが何度も使用される場合、有
機材料の成膜スピードは、遅い材料で１Å／ｓ程度であるので、有機層が除去されなけれ
ばならない堆積厚さ（例えば１μｍ程度とする）に達する時間は、最長でも約１５０分程
度である。従って、蒸着工程の時間は、蒸着マスクの洗浄時間で律速されて長くなる。短
時間で蒸着工程を終了させるには、非常に多くの予備の蒸着マスクが必要になる。そのた
め、コストアップの原因になるという問題がある。
【０００６】
　また、蒸着マスクは、従来メタルマスクであったが、近年表示装置の精細化が要求され
、画素も小さくなっているので、樹脂フィルムに開口を形成した樹脂マスクや、その樹脂
マスクの一部を金属支持層で補強したハイブリッド型のマスクが用いられる傾向にある。
樹脂フィルムを用いれば、レーザ加工などによって精細な開口のパターンが形成されやす
いからである。このように、表示装置の高精細化に伴い、蒸着マスクの開口の部分は少な
くとも樹脂フィルムだけのマスクが用いられることがある。しかも、開口のパターンは小
さくなっている。従って、蒸着マスクの洗浄が何回も行われると、蒸着マスク、すなわち
樹脂フィルムの開口の近傍が損傷を受けやすいという問題がある。そうすると、高価な蒸
着マスクの寿命が短くなるという問題もある。
【０００７】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、蒸着マスクに堆積した不要な有機
層を除去する洗浄のタイミングをできるだけ引き延ばすことにより、予備の蒸着マスクの
数を減らすか、蒸着工程のタクトタイムを短くし、ひいては有機ＥＬ表示装置の製造コス
トを低下させることを目的とする。
【０００８】
　本発明の他の目的は、蒸着マスクの使用頻度に対する洗浄の回数を減らすことで、蒸着
マスクの寿命を延ばすことにより、有機ＥＬ表示装置の製造コストを低下させることにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、少なくともＴＦＴ及び第１電極
が形成された支持基板を準備し、蒸着チャンバの内部に配置された蒸着マスクに、前記第
１電極を対向させて前記支持基板を装着し、前記蒸着マスクの前記支持基板と対向する面
と反対面に向かって前記蒸着マスクと離れた位置から有機材料を飛散させることによって
複数層からなる有機層を積層し、前記有機層の上に第２電極を形成することを含み、前記
複数層からなる有機層の積層の前、前記複数層からなる有機層の各有機層の積層の前又は
後、及び前記第２電極の形成の前の少なくとも１つのタイミングで、前記蒸着マスクの露
出面又は前記蒸着マスクに形成された有機層の露出面を改質させる改質処理を行うことで
ある。
【００１０】
　本発明の一実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造装置は、有機材料を蒸着する蒸着チャン
バと、前記蒸着チャンバと仕切弁を介して接続され、前記蒸着チャンバ内の蒸着マスクの
出し入れをする減圧クラスタと、前記減圧クラスタと仕切弁を介して接続され、蒸着マス
クと交換するための予備の蒸着マスクを保管するマスクストッカと、前記蒸着マスクの表
面又は該蒸着マスクに堆積した有機材料の表面を改質する改質処理装置とを含む。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一実施形態によれば、蒸着マスクの使用頻度に対する洗浄の回数を減らすこと
ができ、また、蒸着マスクの寿命を延ばすことができる。それにより、有機ＥＬ表示装置
の製造コストが低下する。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造方法のフローチャートである
。
【図２】図１のフローチャートの一工程である改質処理工程で用いるプラズマ発生装置の
一例を示す説明図である。
【図３】図１のフローチャートの一工程である改質処理工程で用いるコロナ放電装置の一
例を示す図である。
【図４Ａ】有機材料を堆積する工程での支持基板と蒸着マスクとの関係を示す図である。
【図４Ｂ】蒸着マスクの一例を示す図である。
【図５】図１のフローチャートの一工程である有機材料を堆積する工程の説明図である。
【図６】本発明の第２の実施形態の製造装置の主要部の構成例であり、蒸着マスクの交換
のための装置の概要を示す図である。
【図７】図６の減圧クラスタとマスクストッカとが仕切弁を介して接続される例の模式的
説明図である。
【図８】図１のフローチャートの一工程である第２電極を形成する工程を経た後の支持基
板を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、図面を参照しながら本発明の第１の実施形態である有機ＥＬ表示装置の製造方法
及び第２の実施形態である製造装置が説明される。図１に第１の実施形態の有機ＥＬ表示
装置の製造方法のフローチャートが、図４Ａに有機材料を堆積する際の第２の実施形態の
製造装置の構成例が、図５にそれらの製造方法及び製造装置を用いて有機材料が堆積され
る状態が、それぞれ示されている。これらは例示目的であって、これらの構成に限定され
るものではない。
【００１４】
　本発明の第１の実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、まず、図示しないＴＦＴ及
び第１電極２２（図５参照）が少なくとも形成された支持基板２１が準備される（Ｓ１）
。そして、蒸着マスク１の蒸着源５と対向する面に改質処理が施された（Ｓ２）蒸着マス
ク１が図４Ａに示されるように、蒸着チャンバ（図示せず）の内部に配置される。蒸着マ
スク１の密着性が良好であれば、この改質処理は省略され得る。ここに密着性が良好とは
、表面状態の酸化、不純物の付着、汚れなどが無く、新たな有機層が密着しやすい表面状
態であることを意味し、簡単な判断方法としては、前の蒸着工程との時間間隔、改質処理
後に堆積した有機層の厚さなども参考にして判断され得る。
【００１５】
　この蒸着マスク１に、支持基板２１の第１電極２２を対向させて、支持基板２１が装着
される（Ｓ３）。続いて、蒸着マスク１と離間した位置（蒸着源５）から蒸着マスク１の
支持基板２１と対向する面と反対面に向かって有機材料が飛散されることによって、複数
層からなる有機層２５が積層される（Ｓ４）。この際、複数の有機層２５の各有機層が積
層された際に、さらに有機層の積層が必要か（Ｓ５）と、蒸着マスク１の表面の改質処理
の必要性が判断される（Ｓ６）。共に必要（イエス（Ｙ））であれば、ステップＳ２に戻
る。ステップＳ６で改質処理が不要（Ｓ６でＮ）であれば、ステップＳ４に戻り、さらに
有機層が積層される。また、ステップＳ５で有機層の積層が不要（所定の有機層の積層が
終了）（Ｓ５でＮ）であれば、蒸着マスク１の改質処理が必要か判断され（Ｓ７）、改質
処理が不要（Ｓ７でＮ）であれば、第２電極２６（図８参照）が形成され（Ｓ８）て終了
する。ステップＳ７で改質処理が必要（Ｓ７でＹ）であれば、蒸着マスク１の改質処理が
なされて（Ｓ９）第２電極２６が形成される（Ｓ８）。
【００１６】
　すなわち、本実施形態では、複数層からなる有機層２５の積層の前、複数の有機層２５
の各有機層の積層の前又は後、及び第２電極２６の形成の前の少なくとも１つのタイミン
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グで、蒸着マスク１の露出面又は蒸着マスク１に形成された有機層５１ａ（図５参照）の
露出面を改質させる改質処理が行われる（Ｓ２、Ｓ９）ことに特徴がある。ステップＳ５
の判断は、所望の有機層の積層が終っているか否かの判断であり、ステップＳ６の判断は
、支持基板２１と蒸着マスク１との相対的な移動又は交換が行われるタイミングで、しか
も、蒸着マスク１の表面に堆積した有機層５１ａの量（厚さ）や表面状態（酸化、付着物
、汚れ等によって基準が定められる）に基づく判断である。
【００１７】
　複数層からなる有機層の積層は、蒸着チャンバを交換して異なる蒸着チャンバに支持基
板２１を移動し、又は蒸着マスク１を交換して行われ、この支持基板２１の移動の際、又
は蒸着マスク１の交換の際で、必要な場合に改質処理が行われる。すなわち、大量生産を
行う場合、複数の蒸着チャンバの内部に蒸着マスク１が配置されており、同じ支持基板２
１を異なる蒸着チャンバを移動しながら異なる蒸着マスクを用いて次々と有機材料が積層
される（Ｓ４）。この状態を支持基板２１の移動という。一方、実験機などでは、同じ蒸
着チャンバでの蒸着マスク１の交換により、有機材料が積層される場合がある。この状態
が蒸着マスク１の交換を意味している。従って、支持基板２１と蒸着マスク１は、相対的
にどちらかが変るものであって、前述の支持基板２１の移動（又は交換）は、蒸着マスク
１の交換も含むものである。
【００１８】
　前述のように、この蒸着マスク１が蒸着チャンバの内部に配置される前に、必要に応じ
て蒸着マスク１の改質処理が行われ、さらに、支持基板２１の相対的移動の際で、かつ、
必要な時期に改質処理が行われることによって、改質処理のために、特別に製造工程を中
断する必要がなく、効率的である。この蒸着マスク１の改質処理が行われるか否かの判断
は、蒸着マスク１に堆積した有機層の厚さや、有機層の表面の酸化状態、不純物の付着状
況などによって判断される。しかし、一定時間の経過、又は堆積した有機層の厚さなどに
よって定期的に行うこともできる。
【００１９】
　また、本発明の第２の実施形態である有機ＥＬ表示装置の製造装置は、図６～７に示さ
れるように、有機材料を蒸着する蒸着チャンバ８１（図６参照）と、蒸着チャンバ８１と
仕切弁（図６には図示されていないが、図７の仕切弁８６と同様）を介して接続され、蒸
着チャンバ８１の内部の支持基板２１や蒸着マスク１の出し入れをする減圧クラスタ８２
と、減圧クラスタ８２と仕切弁８６（図７参照）を介して接続され、支持基板２１や蒸着
マスク１を交換するための予備の蒸着マスク１などを保管するマスクストッカ８３と、蒸
着マスク１の表面又は蒸着マスク１に堆積した有機材料（図５の有機層５１ａ）の表面を
改質する改質処理装置と、を含んでいる。
【００２０】
　第１の実施形態では、工程Ｓ２、Ｓ９の蒸着マスク１の改質処理が行われること、及び
第２の実施形態では改質処理装置に、それぞれ特徴がある。すなわち、前述のように、従
来は、蒸着マスク１（図５参照）の開口１１ａ以外のところに堆積する有機材料の有機層
５１ａが、ある一定の厚さ（例えば１μｍ程度）になると、有機層５１ａを除去する洗浄
作業が行われていた。これは、付着している有機層５１ａの一部の脱落や、蒸着の際のシ
ャドウ（影）になるのを防止するためである。一方、本発明者が鋭意検討を重ねて調べた
結果、シャドウに関しては、１０μｍ程度堆積しても、大きな支障がないことを見出した
。しかし、蒸着される支持基板２１の移動（交換）などの際などに若干の空気中の酸素に
触れる機会が生じる。その結果、堆積した有機層５１ａの表面に薄い酸化膜が形成された
り、不純物が付着したりする場合がある。このように酸化膜が形成されたり不純物が付着
したりすると、有機層５１ａと、その上に堆積される新たな有機材料との密着性が低下す
る。そのため、新たに堆積した有機材料の一部が剥れやすくなるのが、脱落する原因の一
つであることを本発明者は見出した。
【００２１】
　さらに、堆積する有機層５１ａの厚さが厚くなると、有機層５１ａの表面の凹凸が少な



(7) JP WO2018/189906 A1 2018.10.18

10

20

30

40

50

くなり、有機層５１ａの表面が平坦化しやすくなる。その平坦化した有機層５１ａの表面
に新たな有機材料が堆積すると、その界面で剥がれやすくなる（雪崩現象）。この有機層
５１ａの一部の脱落が、付着物の脱落のもう一つの原因であることを本発明者は見出した
。
【００２２】
　そして、蒸着マスク１の開口１１ａ（図５参照）以外の部分に堆積した有機層５１ａの
表面に活性化などの改質処理を施すことによって、改質した有機層５１ａの表面と新たに
堆積される有機材料とが密着し、有機層５１ａの一部の脱離が抑制されることを本発明者
は見出した。この改質処理は、表面を活性化したり、表面に密着性を向上させる薄膜を形
成したりすることにより行われる。マスクとして使用される前の蒸着マスク１自体に活性
化処理が行われれば、より一層効果があることも本発明者は見出した。このような有機層
の表面の改質は、例えば酸素プラズマなどのプラズマ処理、コロナ放電処理、窒素又は乾
燥空気雰囲気での熱処理、紫外線照射処理、さらには密着性を向上させる薄膜の成膜処理
などによって行われる。以下に各改質処理装置の概要がさらに詳細に説明される。
【００２３】
（改質処理装置－１）
　改質処理の一例として、プラズマ処理が適している。プラズマ処理を行うプラズマ発生
装置６は、例えば図２にその一例の概略図が示されるような構成になっている。例えばプ
ラズマ室６１とプロセス室６２とがシリコン遮蔽板６３を介して連結されている。プラズ
マ室６１は、例えばその周囲にコイル６５が巻回され、高周波電源６６から高周波電流が
流されることにより、減圧されたプラズマ室６１の内部で高電界によって分子が電離され
る。従って、窒素や酸素などの反応ガスが底板６４から導入されて、減圧された状態で高
電界が印加されると、図２に示されるように、中性粒子が、＋（正）イオンと、－（負）
イオン（電子）とに電離される。図２では、多くの正イオンと負イオンとが生成されたよ
うに示されているが、プラズマ室６１の内部は、一部が電離され、大部分は電離されない
中性粒子で存在する弱電離プラズマの状態でよい。プラズマ室６１の内部では、正イオン
と負イオンとが自由に動き回ることができて中立の状態で存在することになる。そして、
中性粒子６７がシリコン遮蔽板６３を介してプロセス室６２の内部に進み、マスクホルダ
ー６９上に載置された被処理物である蒸着マスク１の表面が改質処理される。なお、蒸着
マスク１の周囲には、フレーム（枠体）１４が形成されており、蒸着マスク１は、そのフ
レーム１４の部分でマスクホルダー６９により保持される。蒸着マスク１の表面に堆積し
た有機層（図２には図示されていないが、図５の５１ａ参照）の表面の活性化などの改質
処理がなされる。
【００２４】
　通常、プラズマの発生は、かなりの低圧下で行われるが、大気圧でもプラズマを発生さ
せることはできる。従って、僅かな減圧程度（例えば７００Ｔｏｒｒ程度）でもよく、プ
ラズマ室６１とプロセス室６２とがセットになった装置を準備しなくても、例えば前述の
図６に示される蒸着チャンバ８１と接続される減圧クラスタ８２又はマスクストッカ８３
の内部（例えば天板側又は底板側）にプラズマ発生部分を形成し、その内部に窒素（Ｎ2

）又は酸素（Ｏ2）などのプラズマ生成ガスを供給するガス供給源と内部に高周波電界を
形成し得る高周波電源を、それぞれ外部に配置してプラズマ処理をすることができる。ま
た、プラズマを発生させる電界は高周波電圧に限らず、直流電圧又はマイクロ波でも構わ
ない。
【００２５】
　プラズマを生成するガスとしては、Ｎ2やＯ2が、短時間で接触角を小さくする、すなわ
ち表面改質をすることができるので好ましい。例えばＮ2プラズマを用いて例えばポリイ
ミドなどの有機膜の表面のプラズマ処理が行われると、走査電子顕微鏡で見た場合、比較
的滑らかな状態の表面が、処理後には粒子の凸凹の顕著な凹凸面になることが確認された
。処理時間によりこの凹凸の深さは変るが、本実施形態の表面改質の処理では、表面を改
質させることが目的であるため、凹凸の高さは、０.０１～０.０５μｍ程度で十分に効果
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があることを本発明者は見出した。Ｎ2又はＯ2のプラズマで改質処理をするには０.１秒
程度で十分であるとの実験データがある。一方、１.５ｍ角程度の大きい蒸着マスク１の
全体を一括でプラズマ処理する場合でも、１０～６０秒程度で、また、ライン状のプラズ
マ発生器を用いてスキャンする場合でも、１ｃｍ／秒程度のスキャンで十分であることが
確かめられた。なお、処理時間が若干長くなり、表面状態もＮ2又はＯ2のプラズマほどで
はなくなるが、大気でもプラズマ処理はなされ得る。
【００２６】
　このようなプラズマ処理が蒸着マスク１の表面に付着した有機層５１ａの表面に行われ
ると、前述のように、表面に粒子の形状が現れて、凹凸が顕著になる。その結果、この表
面にさらに有機材料が堆積しても、この凹凸との密着性がアンカー効果によって増大する
。さらに、有機層５１ａの表面は活性化されているので、飛来してくる新たな有機材料と
の結合がより強くなる。その結果、既に堆積している有機層５１ａと、新たに堆積する有
機材料とは、連続して堆積された層と何ら変りがなく密着する。既に堆積している有機層
５１ａと新たに堆積される有機材料との密着性が大幅に向上し、有機層５１ａの一部の脱
落が生じ難くなると考えられる。
【００２７】
（改質処理装置－２）
　改質処理の他の例として、コロナ放電処理が適している。コロナ放電装置７は、図３に
概略図が示されるように、一対の電極７１、７２の間に誘電体（絶縁体）７３が挿入され
、電源７５より高周波高電圧が印加される構成になっている。この装置で、電源７５から
高周波高電圧が印加されると、一対の電極７１、７２の間にストリーマコロナと呼ばれる
フィラメント状のプラズマ７４が時間的、空間的にランダムに形成される。誘電体７３を
介することで、放電はアークに移行しないで放電を続ける。しかも、ストリーマはナノセ
カンドオーダで生成と消滅を繰り返すため、高熱のプラズマ化が抑制される。
【００２８】
　このような放電の中を被処理物が通過することで、コロナ処理が行われる。すなわち、
コロナ放電により生じた電子が、被処理物の表面に衝突して表面の粒子をイオン化して飛
散させる。本実施形態では、前述の有機層５１ａが付着した蒸着マスク１を一対の電極７
１、７２の間を通過させることで、有機層５１ａの表面の酸化物や不純物が除去され、有
機層５１ａの表面が活性化されて改質される。
【００２９】
　このコロナ放電を照射する時間は、１０～１２０秒程度でよいため、特別に専用のコロ
ナ放電装置７が準備されなくても、図７に示されるように、マスクストッカ８３などの既
存の設備に一対の電極７１、７２が形成されてもよい。この場合、高周波電源（図示せず
）はマスクストッカ８３の外部に配置される。この高周波電源がマスクストッカ８３の外
部に設置される理由は次のとおりである。高周波電源は、冷却のために空冷ファンを付け
るのが一般的である。空冷ファンが稼働すると、チリや埃、その他のパーティクルが飛散
する。従って、マスクストッカ８３の内部に高周波電源が配置されると、これらのチリな
どが他の蒸着マスク１に付着しやすいからである。換言すると、発塵源となり得る空冷フ
ァンを備えた高周波電源がマスクストッカ８３の外部に配置されることは、マスクストッ
カ８３の内部の蒸着マスク１を清浄に維持し得るという効果がある。具体的には、図７に
示されるような構成において、マスクストッカ８３の蒸着マスク１を出し入れする搬出口
８３ａの近傍に一対の電極７１、７２が設けられることによりコロナ放電装置７が形成さ
れてもよい。高周波電源は、マスクストッカ８３の外部に配置されるが、図示されていな
い。蒸着マスク１が取り出される際に、その一対の電極７１、７２の間を蒸着マスク１が
ゆっくりと進むことで、蒸着マスク１が取り出されると共に、改質処理がなされる。図７
の構成は、後述される。
【００３０】
（改質処理装置－３）
　前述の各例では、プラズマの照射によって蒸着マスク１に付着した有機層５１ａの表面
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が改質されている。しかし、加熱装置（熱処理装置）により、改質処理が行われてもよい
。雰囲気は特に限定されないが、例えば窒素中（１００％のＮ2雰囲気）又は乾燥空気中
で加熱処理がされることが好ましい。この場合、乾燥空気は露点－５０℃以下の乾燥空気
が特に好ましい。
【００３１】
　この加熱する温度としては、例えば通常の脱水を目的とする加熱処理は２５０℃以上で
あるが、本実施形態では、加熱の目的は有機層５１ａの表面状態を活性化させることであ
るので、もっと低温でも効果がある。すなわち８０℃以上であれば、有機層５１ａの表面
に吸着した水分その他の不純物は飛散され得る。しかし、加熱処理温度は、好ましくは１
５０℃以上、さらに好ましくは２００℃以上である。また、メタルマスクであれば５００
℃以上でも充分に耐えられるが、樹脂フィルムを用いたハイブリッド型の蒸着マスク１の
加熱温度は、ポリイミドフィルムなどを用いるので、４００℃程度に留めることが好まし
い。そのため、加熱温度の上限は、５００℃以下、好ましくは４００℃以下、さらに好ま
しくは、３５０℃以下である。ポリイミド材料は４００℃程度までは充分に耐性があるか
らである。このような温度の雰囲気に晒す時間は、１０～３０分程度である。この程度の
時間で、有機層５１ａの表面の不純物が飛散し、有機層５１ａの表面の改質は行われる。
【００３２】
　この場合も、専用の熱処理装置が設けられなくてもよく、例えば前述のマスクストッカ
８３内で加熱処理が行われてもよい。なお、前述の各処理装置の場合も同じであるが、専
用の改質処理装置が用いられる場合は、改質処理装置は、前述の減圧クラスタ８２とマス
クストッカ８３との関係のように、減圧クラスタ８２と仕切弁を介して接続して設けられ
る。
【００３３】
（改質処理装置－４）
　改質処理装置の他の例として、紫外線照射（ＵＶ光照射）装置が挙げられる。ＵＶ光照
射が有機層５１ａの表面に行われることによって、有機物の結合が切断される。この結合
が切断されることによって、有機層５１ａの表面改質効果（つまり活性化されることによ
る密着力向上）が期待される。この場合の処理は、例えば７６Ｔｏｒｒ程度に減圧された
空気中（できれば乾燥空気中）、又は酸素中で行うことが好ましい。紫外線は、特に波長
が１８５ｎｍと２５４ｎｍの紫外線を組み合せであることが好ましい。波長が１８５ｎｍ
の紫外線は雰囲気中の酸素からオゾン（Ｏ3）を発生させる。このオゾンに波長が２５４
ｎｍの紫外線を照射することによって、強い酸化力を有する「活性酸素（＝励起酸素原子
）」が生成されるからである。この活性酸素が、有機層５１ａの表面に付着した不純物と
結合して不純物を除去するからである。その結果、強力な表面改質効果が生まれる。光源
としては、１８５ｎｍの紫外線を透過するガラスを用いたオゾンタイプの低圧水銀ランプ
が使用され得る。低圧水銀ランプの発光スペクトラムは、波長が２５３.７ｎｍで１００
％とすると、１８４.９ｎｍで２０数％、他の波長では数％以下の放射特性を有している
ので、特にこの実施形態の光源に適している。
【００３４】
　実用的に１８５ｎｍ～２５４ｎｍの波長の紫外線の光源には、前述のように、低圧水銀
ランプが好ましい。例えば、実用的に用いられる低圧水銀ランプの主な発光スペクトルは
、前述のように、２５４ｎｍ線と１８５ｎｍ線の２本になっている。しかも、それに使用
するガラスによってオゾンタイプの低圧水銀ランプは、１８５ｎｍを透過させ、オゾンレ
スタイプの低圧水銀ランプは、１８５ｎｍをカットすることができるので、低圧水銀ラン
プは目的に応じて使用されやすい。
【００３５】
　紫外線照射によれば、このプロセス中に、有機材料の酸化物などの有機汚濁は、分子結
合が斬られて「有機化合物のフリーラジカルや励起状態の分子」となる。そのため、より
化学反応が促進される効果がある。その活性酸素と有機汚濁との化学反応が連続して進む
と、最後にはＣＯ2などの気体が揮発除去される。その結果、紫外線照射後の有機層５１
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ａの表面は、親水性を有する表面に改質される。また、被照射物である有機層５１ａの表
面にもＯＨ、ＣＯＯ、ＣＯ、ＣＯＯＨなどのラジカルが形成される。そのため、接着剤の
多くに、そうしたラジカルを増加して接着力を向上させることが行われるように、紫外線
照射は、「改質」の効果を示す。この紫外線の照射時間は、１５秒程度で充分である。そ
れにより、ラジカルが形成される。本実施形態は、有機層５１ａの除去を目的としてはい
ないので、余り照射時間を長くしなくてもよい。また、紫外線照射量は、１０００ｍＪ/
ｃｍ2以上あれば十分である。
【００３６】
　この改質の効果は、一般的には大気中でも３週間程度維持され得る。しかし、有機層５
１ａの表面が活性化している方が有機層５１ａの剥離防止の点で好ましい。従って、でき
るだけ早く次の有機材料の蒸着が行われることが好ましい。活性化（ラジカル）の効果は
、少なくとも処理後２時間は持続する。そのため、この処理後２時間以内に高真空の蒸着
チャンバ内に、蒸着マスク１が戻されることが好ましい。低圧水銀ランプは管状であるた
め、後述される図７に示される装置で、マスクストッカ８３の搬出口８３ａの近傍に低圧
水銀ランプが設置され、蒸着マスク１の表面に充分に紫外線が照射されると共に、減圧ク
ラスタ８２へ蒸着マスク１が搬出され得る。もちろん光源設置箇所はマスクストッカ８３
の内部のマスク搬出口８３ａの近傍に限られず、低圧水銀ランプは、減圧クラスタ８２の
内部やその他適切な場所に設置されてもよい。なお、上述の通り、紫外線照射による改質
の場合、有機物の一部がＣＯ2などとなって排出されるため、蒸着マスク１が、蒸着チャ
ンバ８１内に搬入される前に、例えば減圧クラスタ８２などで、蒸着マスク１は、一旦充
分に排気されることが好ましい。
【００３７】
（改質処理装置－５）
　その他の表面改質の装置としては、薄膜製造装置が挙げられる。有機層５１ａの表面に
密着性を向上させる物質の薄膜（数Å～数１０ｎｍ程度）が形成されてもよい。薄膜は、
蒸着マスク１の表面に、塗布、スパッタリング、真空蒸着などの手段で成膜される。例え
ば、１０ｎｍ程度の厚さのＴｉ（チタン）薄膜は、真空蒸着装置やスパッタリング装置な
どにより形成され得る。このような薄膜が形成されれば、薄膜の介在によって、その後に
堆積する有機材料と有機層５１ａとの密着力が向上する。その他、いわゆるシランカップ
リング材という界面活性剤的な物質が、薄膜として形成されてもよい。以下に、有機ＥＬ
表示装置の製造方法及び製造装置の詳細が説明される。
【００３８】
（有機ＥＬ表示装置の製造方法）
　第１の実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造方法で、まず、本実施形態の特徴である改質
処理を除いたプロセスは、支持基板２１に図示しないＴＦＴ及び第１電極２２（図５参照
）が少なくとも形成される（Ｓ１）。具体的には、ガラス又はフィルムで形成される支持
基板２１は、完全には図示されていないが、各画素のＲＧＢのサブ画素ごとにＴＦＴなど
のスイッチ素子が形成され、そのスイッチ素子に接続された第１電極２２が、平坦化膜上
に、ＡｇあるいはＡＰＣなどの金属膜と、ＩＴＯ膜との組み合わせにより形成される。サ
ブ画素間には、図５に示されるように、サブ画素間を区分するＳｉＯ2又はアクリル樹脂
、ポリイミド樹脂などからなる絶縁バンク２３が形成される。このような支持基板２１の
絶縁バンク２３上に、前述の蒸着マスク１が位置合せして固定される。
【００３９】
　そして、図４Ａに示されるように、蒸着マスク１に支持基板２１が、その第１電極２２
の露出面を蒸着マスク１と対向させて装着される（Ｓ３）。具体的には、支持基板２１の
装着は、支持基板２１と蒸着マスク１とのそれぞれに形成された位置合わせ用のアライメ
ントマークを撮像装置で観察しながら、支持基板２１を蒸着マスク１に対して相対的に移
動させることにより行われる。この方法により、蒸着マスク１の開口１１ａと支持基板２
１の蒸着する場所、例えば第１電極２２（図５参照）のパターンとを一致させることがで
きる。位置合せされた後は、図示しない磁石などにより蒸着マスク１が吸着されてしっか
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りと接近される。なお、蒸着マスク１の開口１１ａは絶縁バンク２３の表面の間隔（開口
）よりも小さく形成されている。絶縁バンク２３の側壁には有機材料ができるだけ被着し
ないようにし、有機ＥＬ表示装置の発光効率の低下の防止が図られている。
【００４０】
　次に、蒸着マスク１の支持基板２１と対向する面と反対面に向かって蒸着マスク１と離
れた位置（蒸着源５）から蒸着マスク１に向かって有機材料が飛散されることによって複
数層からなる有機層２５が積層される（Ｓ４）。具体的には、図４Ａに示されるように、
るつぼなどが線状に並べて形成されたラインソースが用いられる蒸着源５から、有機材料
５１が気化又は昇華によって飛散する。その結果、図５に示されるように、蒸着マスク１
の開口１１ａから露出する所望の第１電極２２上のみに、有機材料５１が堆積する。この
際に蒸着マスク１の開口１１ａのない部分に、有機材料５１が付着し、有機層５１ａが形
成される。蒸着源５は、前述のラインソースには限定されない。図５に示されるように、
蒸着マスク１の開口１１ａは、絶縁バンク２３の表面の間隔より小さく形成されているの
で、絶縁バンク２３の側壁には有機材料５１は堆積されにくくなっている。その結果、図
５や図８に示されるように、ほぼ、第１電極２２上のみに有機層２５が積層される。
【００４１】
　この有機材料５１の堆積は、異なる蒸着マスク１や異なる有機材料により連続して行わ
れる。この場合、有機ＥＬ表示装置が量産される場合には、図４Ａに示される装置が内蔵
された蒸着チャンバ８１が図６に示されるように複数個準備され、それぞれの蒸着チャン
バ８１の内部に異なる蒸着マスク１などが配置されている。そして、支持基板２１は、そ
の蒸着チャンバ８１を順次移動しながら、有機材料の堆積が繰り返して行われ、有機層２
５（図５又は図８参照）が積層される（Ｓ４）。また、同じ蒸着チャンバ８１には異なる
支持基板２１が次々と装着されて、有機材料の堆積が行われる。この有機材料の蒸着は、
他の一部の画素と共通で行われることもある。そのため、異なる開口１１ａのパターンが
形成された蒸着マスク１が準備され、前述のように複数個の蒸着チャンバ８１の内部にそ
れぞれが配置される。蒸着チャンバ８１を移動しても、蒸着そのものは、前述のステップ
Ｓ４と同様に行われる。実験機などで、同じ蒸着チャンバ８１で種々の有機材料が連続し
て堆積される場合には、蒸着マスク１が取り替えられたり、蒸着源５の材料が取り替えら
れたりして連続して行われる場合がある。この場合も、支持基板２１の移動又は交換と考
えられる。
【００４２】
　本実施形態では、前述のように、複数層からなる有機層２５の積層の前（図１のＳ２）
、複数の有機層２５の各有機層の積層の前又は後（Ｓ６を介したＳ２）、及び第２電極２
６の形成の前（Ｓ９）の少なくとも１つのタイミングで、蒸着マスク１の露出面又は蒸着
マスク１に形成された有機層５１ａ（図５参照）の露出面の状態に応じて改質処理が行わ
れることに特徴がある。支持基板２１が蒸着チャンバ８１内に装着される際や支持基板２
１の移動の際に、常に蒸着マスク１の改質処理が行われる必要はなく、前述のように、蒸
着マスク１の表面状態や、蒸着マスク１に堆積した有機層５１ａ（図５参照）の状態によ
って判断される。例えば有機層５１ａが０.０５μｍ以上であって、１μｍ以下の堆積で
、前述の支持基板２１（蒸着マスク１）の移動又は交換の際など、または表面状態が酸化
しているとか、不純物が付着しているとか、汚染が確認されたとき、蒸着の間隔が長すぎ
るときなどに行われ、又は定期的に改質処理は行われてもよい。
【００４３】
　図５では、有機層２５が単純に一層で示されているが、有機層２５は、異なる材料から
なる複数層で形成されてもよい。例えば第１電極（陽極）２２に接する層として、正孔の
注入性を向上させるイオン化エネルギーの整合性の良い材料からなる正孔注入層が設けら
れる場合がある。この正孔注入層上に、正孔の安定な輸送を向上させると共に、発光層へ
の電子の閉じ込め（エネルギー障壁）が可能な正孔輸送層が、例えばアミン系材料により
形成される。さらに、その上に発光波長に応じて選択される発光層が、例えば赤色、緑色
に対してはＡｌｑ3に赤色又は緑色の有機物蛍光材料がドーピングされて形成される。ま
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た、青色系の材料としては、ＤＳＡ系の有機材料が用いられる。発光層の上には、さらに
電子の注入性を向上させると共に、電子を安定に輸送する電子輸送層が、Ａｌｑ3などに
より形成される。これらの各層がそれぞれ数十ｎｍ程度ずつ積層されることにより有機層
２５が形成されている。なお、この有機層と金属電極との間にＬｉＦやＬｉｑなどの電子
の注入性を向上させる電子注入層が設けられることもある。本実施形態では、有機層２５
はこれら各有機層及び無機層を含み得る。
【００４４】
　有機層２５のうち、発光層は、ＲＧＢの各色に応じた材料の有機層が堆積されてもよい
。又は、発光層を同じ有機材料で形成し、カラーフィルタにより発光色が特定されてもよ
い。また、正孔輸送層、電子輸送層などは、発光性能を重視すれば、発光層に適した材料
で別々に堆積されることが好ましい。しかし、材料コストの面を勘案して、ＲＧＢの２色
又は３色に共通して同じ材料で積層される場合もある。２色以上のサブ画素で共通する材
料が積層される場合には、共通するサブ画素に開口１１ａが形成された蒸着マスク１が形
成される。個々のサブ画素で蒸着層が異なる場合には、例えばＲのサブ画素で１つの蒸着
マスク１を用いて、各有機層を連続して蒸着することができる。また、ＲＧＢで共通の有
機層が堆積される場合には、その共通層の下側まで、各サブ画素の有機層の蒸着がなされ
、共通の有機層が堆積される際に、ＲＧＢの各サブ画素に開口を有する蒸着マスク１が用
いられ、一度に全画素に有機層が堆積される。
【００４５】
　このＬｉＦ層などの電子注入層などを含む全ての有機層２５が形成される。有機層そし
て、支持基板２１に積層される有機層２５の表面に第２電極（例えば陰極）２６（図８参
照）が支持基板２１の表面の全面に形成される（Ｓ６）。具体的には、第２電極２６が形
成される。図８に示される例は、トップエミッション型で、図中支持基板２１と反対面か
ら光を出す方式になっているので、第２電極２６は透光性の材料、例えば、薄膜のＭｇ-
Ａｇ共晶膜により形成される。その他にＡｌなどが用いられ得る。なお、支持基板２１側
から光が放射されるボトムエミッション型の場合には、第１電極２２にＩＴＯ、Ｉｎ3Ｏ4

などが用いられ、第２電極２６としては、仕事関数の小さい金属、例えばＭｇ、Ｋ、Ｌｉ
、Ａｌなどが用いられ得る。この第２電極２６の表面には、例えばＳｉ3Ｎ4などからなる
保護膜２７が形成される。なお、この全体は、図示しないガラス、樹脂フィルムなどから
なるシール層により封止され、有機層２５が水分を吸収しないように構成される。また、
有機層２５はできるだけ共通化し、その表面側にカラーフィルタを設ける構造にすること
もできる。
【００４６】
（有機ＥＬ表示装置の製造装置）
　第２の実施形態である有機ＥＬ表示装置の製造装置は、有機層２５の形成に特徴がある
ので、その部分の構成例が例えば図６～７に示されている。例えば図６に示されるように
、複数個の蒸着チャンバ８１が減圧クラスタ８２の周囲に配置され、減圧クラスタ８２の
周囲には、交換するための予備の蒸着マスク１が格納されるマスクストッカ８３及び図示
しない改質処理装置が配置され得る。改質処理装置は、別途設けられなくても、例えば図
７に示されるように、マスクストッカ８３の内部などに設けられ得る。このような構成で
あれば、必要な蒸着マスク１及び蒸着源５（図４Ａ参照）が配置された蒸着チャンバ８１
に支持基板２１を移動させることで、支持基板２１に対する蒸着マスク１が交換され得る
。このような構成は、大量生産に適する。なお、図６において、８４は前工程からの支持
基板２１が準備されるローダ、８５は有機層２５などの堆積が終った支持基板２１を次工
程に送るためのアンローダである。
【００４７】
　図７に減圧クラスタ８２とマスクストッカ８３との関係が示されるように、減圧クラス
タ８２とマスクストッカ８３とは仕切弁８６を介して接続されている。仕切弁８６は、開
閉され得る。仕切弁８６が開けられたとき、減圧クラスタ８２とマスクストッカ８３とが
連通する。また、仕切弁８６が閉じられると、減圧クラスタ８２とマスクストッカ８３と
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は、それぞれ独立して、その内部状態はそのまま維持される。減圧クラスタ８２は、内部
に搬送ロボット８２ａを有している。
【００４８】
　この搬送ロボット８２ａはマスクストッカ８３から、蒸着マスク１を１枚ずつ取り出し
、蒸着チャンバ８１などに搬入される。その際は、蒸着チャンバ８１との間の仕切弁（図
示せず）が開閉される。この取り出しは、例えばマスクストッカ８３の仕切弁８６を開け
て、搬送ロボット８２ａによって自動的に行われる。図７では、前述のように、仕切弁８
６である搬送口８３ａの近傍にコロナ放電装置の一対の電極７１、７２（コロナ放電装置
７）が形成されている。そのため、この取り出しの際に、高周波高電圧が印加された一対
の電極７１、７２の間を搬送された蒸着マスク１の表面が改質され、蒸着マスク１は、搬
送ロボット８２ａによって、減圧クラスタ８２内に取り込まれる。なお、蒸着チャンバ８
１も、マスクストッカ８３と同様に減圧クラスタ８２と連通する仕切弁を有している。そ
して、減圧クラスタ８２内の搬送ロボット８２ａが回転することにより、蒸着マスク１が
移動される。図示しない改質処理装置が設けられる場合も、改質処理装置は、マスクスト
ッカ８３と同様の仕切弁を有する構造に形成され。その結果、蒸着マスク１は、改質処理
装置と減圧クラスタ８２との間で、外気に晒されることなく出し入れされ得る。
【００４９】
　なお、図示されていないが、支持基板２１（被蒸着基板）を交換する場合も、マスクス
トッカ８３と同様の基板ストッカが設けられ、同様に交換し得るように構成されている。
【００５０】
　蒸着チャンバ８１の内部は、図４Ａに主要部の概略構成図が示されるように、支持基板
２１を保持できるように設けられる基板ホルダー２９と、基板ホルダー２９により保持さ
れる支持基板２１の一面に設けられるタッチプレート４と、支持基板２１のタッチプレー
ト４の設けられる面と反対面に対向して設けられる蒸着マスク１と、蒸着マスク１と対向
するように設けられ、蒸着材料を気化又は昇華させる蒸着源５とを有している。具体的に
は、蒸着マスク１は、マスクホルダー１５上に載置されており、基板ホルダー２９、及び
、タッチプレート４を保持する支持フレーム４１はそれぞれ上に持ち上げられるようにな
っている。そして、図示しないロボットアームにより運搬された支持基板２１が基板ホル
ダー２９上に載せられ、基板ホルダー２９が下げられることにより、支持基板２１が蒸着
マスク１と接触する。さらに支持フレーム４１を下げることにより、タッチプレート４が
支持基板２１と重ね合される。その上に、図示しない電磁石などが配置されてもよい。な
お、タッチプレート４は、支持基板２１を平坦にする（反りを平らにする）と共に、図示
されていないが内部に冷却水を循環させることにより、支持基板２１及び蒸着マスク１を
冷却するために設けられている。
【００５１】
　図４Ａに示されるように、蒸着装置には基板ホルダー２９及びマスクホルダー１５が設
けられている。この基板ホルダー２９は、複数個のフック状のアームで支持基板２１の周
縁部を保持し、上下に昇降できるように、図示しない駆動装置に接続されている。ロボッ
トアームにより蒸着チャンバ８１内に搬入された支持基板２１をフック状のアームで受け
取り、支持基板２１が蒸着マスク１に近接するまで基板ホルダー２９が下降する。そして
位置合せを行えるように図示しない撮像装置も設けられている。タッチプレート４は支持
フレーム４１により支持され、タッチプレート４を支持基板２１と接するまで下降させる
駆動装置に支持フレーム４１を介して接続されている。タッチプレート４が下降されるこ
とにより、支持基板２１が平坦にされる。なお、図示されていないが、図４Ａに示される
装置の全体が配置される蒸着チャンバ８１（図６参照）は、その内部を真空にする装置も
備えられている。
【００５２】
　蒸着マスク１は、図４Ｂにその一例の拡大図が示されるように、樹脂フィルム１１と金
属支持層１２と、その周囲に形成されるフレーム（枠体）１４を備えている。蒸着マスク
１は、図４Ａ及び図４Ｂに示されるように、フレーム１４が、マスクホルダー１５上に載
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置される。金属支持層１２に磁性材料が用いられることにより、蒸着マスク１は、タッチ
プレート４上に配置される図示しない磁石により吸着される。その結果、支持基板２１と
蒸着マスク１とが接近する。
【００５３】
　金属支持層１２としては、例えばＦｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｍｎ又はこれらの合金が用いられ
得る。その中でも、支持基板２１との線膨張率の差が小さいこと、熱による膨張が殆どな
いことから、インバー（ＦｅとＮｉの合金）が特に好ましい。金属支持層１２の厚さは、
５μｍ～３０μｍ程度に形成される。金属支持層１２がなくても、周囲の枠体１４が磁性
体で形成されてもよい。このように、金属支持層１２が形成されても、開口１１ａの近傍
で、金属支持層１２の開口１２ａの中に露出する部分は樹脂フィルム１１だけである。そ
のため、蒸着マスク１に付着した有機層５１ａ（図５参照）を除去するための洗浄が行わ
れると、蒸着マスク１の最重要部分である開口１１ａが破損しやすい。しかし、本実施形
態によれば、この洗浄の回数を大幅に減らせるので、蒸着マスク１の寿命が大幅に延ばさ
れ得る。
【００５４】
（まとめ）
　（１）本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法は、少なくともＴＦ
Ｔ及び第１電極が形成された支持基板を準備し、蒸着チャンバの内部に配置された蒸着マ
スクに、前記第１電極を対向させて前記支持基板を装着し、前記蒸着マスクの前記支持基
板と対向する面と反対面に向かって前記蒸着マスクと離れた位置から有機材料を飛散させ
ることによって複数層からなる有機層を積層し、前記有機層の上に第２電極を形成するこ
とを含み、前記複数層からなる有機層の積層の前、前記複数層からなる有機層の各有機層
の積層の前又は後、及び前記第２電極の形成の前の少なくとも１つのタイミングで、前記
蒸着マスクの露出面又は前記蒸着マスクに形成された有機層の露出面を改質させる改質処
理を行うことである。
【００５５】
　本発明の第１の実施形態によれば、有機ＥＬ表示装置の有機層を積層する際に使用する
蒸着マスクの開口以外のところに付着した不要な有機材料が改質処理されている。そのた
め、蒸着マスクの表面又は有機層の表面は、その後に付着する有機材料と密着しやすくな
っている。その結果、有機層が厚くなっても、堆積した有機材料の一部が剥がれ難い。す
なわち、有機層が厚くなっても、有機層の一部が剥離して被蒸着基板となる支持基板など
に付着する恐れが大幅に減少する。そして、洗浄時の目安とされている有機層の厚さが従
来の３～１０倍程度に厚くなっても、蒸着の際に剥れ等による不具合が発生し難い。
【００５６】
　換言すると、蒸着マスクの使用により、その蒸着マスクに堆積した有機材料の不要物を
除去する洗浄工程の回数が、非常に削減され得る。その結果、洗浄の際に必要とされる予
備の蒸着マスクを少なくすることができる。また、蒸着マスクの洗浄のための待ち時間が
大幅に短縮され、蒸着工程のタクトタイムが短くされ得る。その結果、有機ＥＬ表示装置
のコストダウンが達成され得る。
【００５７】
　さらに、洗浄の回数を少なくすることができるので、蒸着マスクの損傷が大幅に減少す
る。換言すると、蒸着マスクが、次の洗浄までに従来の数倍以上の回数で使用され得る。
その結果、高価な蒸着マスクが大幅に節約される。その結果、本実施形態によれば、有機
ＥＬ表示装置が大幅にコストダウンされ得る。
【００５８】
　（２）前記複数層からなる有機層の積層は、前記蒸着チャンバと異なる蒸着チャンバに
前記支持基板を移動し、又は蒸着マスクを交換して行い、前記支持基板の移動の際、又は
前記蒸着マスクの交換の際に前記改質処理を行うことを含む。大量生産をする場合に効率
よく生産することができる。
【００５９】
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　（３）前記改質処理が、酸素プラズマ処理、コロナ処理、加熱処理、及び紫外線照射処
理の少なくとも１種であれば、簡単な構成で蒸着マスク又はその表面に付着した有機材料
の有機層の表面を活性化できるので好ましい。
【００６０】
　（４）前記改質処理は、前記蒸着マスクに有機材料が新たに０.０５μｍ以上であって
、１μｍ以下堆積したタイミングで行われることが全体の密着力を向上させ得る点で好ま
しい。
【００６１】
　（５）前記改質処理は、前記蒸着マスクと交換するための予備の蒸着マスクを保管する
マスクストッカの内部もしくは搬出口、又は前記蒸着マスクを交換するための減圧クラス
タの内部で行われることが、新たな表面改質装置を設ける必要がないので好ましい。
【００６２】
　（６）前記蒸着マスクが、前記蒸着マスクにおいて有機材料を通過させるために設けら
れた開口の少なくとも周辺が樹脂フィルムのみで形成されたマスクである場合に、洗浄に
よる破損の機会を少なくできるので効果が大きい。
【００６３】
　（７）本発明の第２の実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造装置は、有機材料を蒸着する
蒸着チャンバと、前記蒸着チャンバと仕切弁を介して接続され、前記蒸着チャンバ内の蒸
着マスクの出し入れをする減圧クラスタと、前記減圧クラスタと仕切弁を介して接続され
、交換用の蒸着マスクを保管するマスクストッカと、前記蒸着マスクの表面又は該蒸着マ
スクに堆積した有機材料の表面を改質する改質処理装置とを含んでいる。
【００６４】
　この第２の実施形態によれば、蒸着チャンバが複数個配列され得る。そのため、有機材
料が堆積される支持基板が複数個のチャンバで移動されることで、連続して異なる有機材
料が支持基板に堆積され得る。この支持基板が別の蒸着チャンバに搬入される際に、その
蒸着チャンバの内部の蒸着マスクは活性化された蒸着マスクと取り換えられ得る。支持基
板が装着される際には、前述のように位置合せが必要なので、蒸着マスクの交換の工数は
、それ程増大しない。また、この構成であれば、専用の表面処理装置が容易に接続され得
る。
【００６５】
　（８）前記改質処理装置が、前記マスクストッカ又は前記減圧クラスタとは別に、前記
減圧クラスタと仕切弁を介して設けられてもよい。この構成であれば、既存のマスクスト
ッカなどを加工しないで、改質処理が容易に行われる。
【００６６】
　（９）前記改質処理装置が、前記マスクストッカの内部、又は前記蒸着マスクの出し入
れをする搬出口の近傍に設けられる一対の電極と、前記マスクストッカの外部に配置され
、前記一対の電極に高周波の高電圧を印加する電源とを含んでいてもよい。この構成であ
れば、特別な表面改質処理装置が設置されなくてもよい。この場合、高周波の高電圧を印
加する電源がマスクストッカの外部に配置されることによって、前述のように、マスクス
トッカの内部に配置されている蒸着マスクの汚染を防止することができる。
【００６７】
　（１０）前記改質処理装置が、前記マスクストッカ又は減圧クラスタの内部にプラズマ
を生成する窒素又は酸素のガスの供給源と、高周波電界を形成し得る高周波電源とで形成
されていてもよい。この構成でも、専用の表面改質処理装置は不要になる。
【００６８】
　（１１）前記改質処理装置が、窒素又は乾燥空気を満たす容器と、前記容器内を８０℃
以上であって、５００℃以下で保持する加熱器とを有していてもよい。この構成によれば
、簡単な加熱器が設けられるだけなので、装置が簡潔で安価にできる。
【００６９】
　（１２）前記乾燥空気が、露点－５０℃以下の乾燥空気であることが、短時間で確実に
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表面の活性化処理がなされるので好ましい。
【００７０】
　（１３）前記改質処理装置が、蒸着マスクを収納する容器と、前記容器内の前記蒸着マ
スクの表面に照射する紫外線を供給する紫外線供給装置とを有していてもよい。この構成
であれば、低圧水銀ランプが設置されればよいので、前述のマスクストッカや減圧クラス
タ内に簡単に設置され得る。また、マスクストッカなどとは別の容器内に水銀ランプが設
置され、専用の表面改質装置とされてもよい
【００７１】
　（１４）前記照射する紫外線が、１８５ｎｍ及び／又は２５４ｎｍの紫外線であること
が好ましい。波長が１８５ｎｍの紫外線は雰囲気中の酸素からオゾン（Ｏ3）を発生させ
る。このオゾンに波長が２５４ｎｍの紫外線が照射されることによって、強い酸化力を有
する活性酸素が生成される。この活性酸素が、有機層５１ａの表面に付着した不純物を活
性酸素と結合して除去するからである。
【００７２】
　（１５）前記紫外線供給装置が、低圧水銀ランプであることが好ましい。低圧水銀ラン
プの発光スペクトラムは、１８５ｎｍと２５４ｎｍにピークを有するからである。
【符号の説明】
【００７３】
　１　　　蒸着マスク
　４　　　タッチプレート
　５　　　蒸着源
　６　　　プラズマ発生装置
　７　　　コロナ放電装置
　１１　　樹脂フィルム
　１１ａ　開口
　１２　　金属支持層
　１２ａ　開口
　１４　　フレーム
　１５　　マスクホルダー
　２１　　支持基板
　２２　　第１電極
　２３　　絶縁バンク
　２５　　有機層
　２６　　第２電極
　２７　　保護膜
　２９　　基板ホルダー
　４１　　支持フレーム
　５１　　有機材料
　５１ａ　有機層
　６１　　プラズマ室
　６２　　プロセス室
　６３　　シリコン遮蔽板
　６４　　底板
　６５　　コイル
　６６　　高周波電源
　６７　　中性粒子
　６９　　マスクホルダー
　７１、７２　電極
　７３　　誘電体
　７４　　フィラメント状のプラズマ
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　７５　　電源
　８１　　蒸着チャンバ
　８２　　減圧クラスタ
　８２ａ　搬送ロボット
　８３　　マスクストッカ
　８３ａ　搬送口
　８４　　ローダ
　８５　　アンローダ
　８６　　仕切弁

【図１】 【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月25日(2017.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともＴＦＴ及び第１電極が形成された支持基板を準備し、
　蒸着チャンバの内部に配置された蒸着マスクに、前記第１電極を対向させて前記支持基
板を装着し、
　前記蒸着マスクの前記支持基板と対向する面と反対面に向かって前記蒸着マスクと離れ
た位置から有機材料を飛散させることによって複数層からなる有機層を積層し、
　前記有機層の上に第２電極を形成する
ことを含み、
　前記複数層からなる有機層の積層の前、前記複数層からなる有機層の各有機層の積層の
前又は後、及び前記第２電極の形成の前の少なくとも１つのタイミングで、前記蒸着マス
クの露出面又は前記蒸着マスクに形成された有機層の露出面を改質させる改質処理を行い
、
　前記複数層からなる有機層の積層は、前記蒸着チャンバと異なる蒸着チャンバに前記支
持基板を移動し、又は蒸着マスクを交換して行い、前記支持基板の移動の際、又は前記蒸
着マスクの交換の際に前記改質処理を行う、有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記改質処理が、酸素プラズマ処理、コロナ処理、加熱処理、及び紫外線照射処理の少
なくとも１種である、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項３】
　少なくともＴＦＴ及び第１電極が形成された支持基板を準備し、
　蒸着チャンバの内部に配置された蒸着マスクに、前記第１電極を対向させて前記支持基
板を装着し、
　前記蒸着マスクの前記支持基板と対向する面と反対面に向かって前記蒸着マスクと離れ
た位置から有機材料を飛散させることによって複数層からなる有機層を積層し、
　前記有機層の上に第２電極を形成する
ことを含み、
　前記複数層からなる有機層の積層の前、前記複数層からなる有機層の各有機層の積層の
前又は後、及び前記第２電極の形成の前の少なくとも１つのタイミングで、前記蒸着マス
クの露出面又は前記蒸着マスクに形成された有機層の露出面を改質させる改質処理を行い
、
　前記改質処理が、酸素プラズマ処理、コロナ処理、加熱処理、及び紫外線照射処理の少
なくとも１種である、有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記改質処理は、前記蒸着マスクと交換するための予備の蒸着マスクを保管するマスク
ストッカの内部もしくは搬出口、又は前記蒸着マスクを交換するための減圧クラスタの内
部で行われる、請求項１～３のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項５】
　少なくともＴＦＴ及び第１電極が形成された支持基板を準備し、
　蒸着チャンバの内部に配置された蒸着マスクに、前記第１電極を対向させて前記支持基
板を装着し、
　前記蒸着マスクの前記支持基板と対向する面と反対面に向かって前記蒸着マスクと離れ
た位置から有機材料を飛散させることによって複数層からなる有機層を積層し、



(20) JP WO2018/189906 A1 2018.10.18

　前記有機層の上に第２電極を形成する
ことを含み、
　前記複数層からなる有機層の積層の前、前記複数層からなる有機層の各有機層の積層の
前又は後、及び前記第２電極の形成の前の少なくとも１つのタイミングで、前記蒸着マス
クの露出面又は前記蒸着マスクに形成された有機層の露出面を改質させる改質処理を行い
、
　前記改質処理は、前記蒸着マスクと交換するための予備の蒸着マスクを保管するマスク
ストッカの内部もしくは搬出口、又は前記蒸着マスクを交換するための減圧クラスタの内
部で行われる、有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記改質処理は、前記蒸着マスクに有機材料が新たに０.０５μｍ以上であって、１μ
ｍ以下堆積したタイミングで行われる、請求項１～５のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表
示装置の製造方法。
【請求項７】
　前記蒸着マスクが、前記蒸着マスクにおいて有機材料を通過させるために設けられた開
口の少なくとも周辺が樹脂フィルムのみで形成されたマスクである、請求項１～６のいず
れか１項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項８】
　有機材料を蒸着する蒸着チャンバと、
　前記蒸着チャンバと仕切弁を介して接続され、前記蒸着チャンバ内の蒸着マスクの出し
入れを中継する減圧クラスタと、
　前記減圧クラスタと仕切弁を介して接続され、交換用の蒸着マスクを保管するマスクス
トッカと、
　前記蒸着マスクの表面又は該蒸着マスクに堆積した有機材料の表面を改質する改質処理
装置と
を含む有機ＥＬ表示装置の製造装置。
【請求項９】
　前記改質処理装置が、前記マスクストッカ又は前記減圧クラスタとは別に、前記減圧ク
ラスタと仕切弁を介して設けられる、処理装置である請求項８に記載の有機ＥＬ表示装置
の製造装置。
【請求項１０】
　前記改質処理装置が、前記マスクストッカの内部、又は前記蒸着マスクの出し入れをす
る搬出口の近傍に設けられる一対の電極と、前記マスクストッカの外部に配置され、前記
一対の電極に高周波の高電圧を印加する電源とを含んでいる、請求項８に記載の有機ＥＬ
表示装置の製造装置。
【請求項１１】
　前記改質処理装置が、前記マスクストッカ又は前記減圧クラスタの内部にプラズマを生
成する窒素又は酸素のガスの供給源と、高周波電界を形成し得る高周波電源とで形成され
ている、請求項８に記載の有機ＥＬ表示装置の製造装置。
【請求項１２】
　前記改質処理装置が、窒素又は乾燥空気を満たす容器と、前記容器内を８０℃以上であ
って、５００℃以下で保持する加熱器とを有している、請求項８に記載の有機ＥＬ表示装
置の製造装置。
【請求項１３】
　前記乾燥空気が、露点－５０℃以下の乾燥空気である、請求項１２に記載の有機ＥＬ表
示装置の製造装置。
【請求項１４】
　前記改質処理装置が、蒸着マスクを収納する容器と、前記容器内の前記蒸着マスクの表
面に照射する紫外線を供給する紫外線供給装置とを有している、請求項８に記載の有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造装置。
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【請求項１５】
　前記照射する紫外線が、１８５ｎｍ及び／又は２５４ｎｍの紫外線である、請求項１４
に記載の有機ＥＬ表示装置の製造装置。
【請求項１６】
　前記紫外線供給装置が、低圧水銀ランプである、請求項１４又は１５に記載の有機ＥＬ
表示装置の製造装置。
【手続補正書】
【提出日】平成30年5月24日(2018.5.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともＴＦＴ及び第１電極が形成された支持基板を準備し、
　蒸着チャンバの内部に配置された蒸着マスクに、前記第１電極を対向させて前記支持基
板を装着し、
　前記蒸着マスクの前記支持基板と対向する面と反対面に向かって前記蒸着マスクと離れ
た位置から有機材料を飛散させることによって複数層からなる有機層を積層し、
　前記有機層の上に第２電極を形成する
ことを含み、
　前記複数層からなる有機層の積層の前、前記複数層からなる有機層の各有機層の積層の
前又は後、及び前記第２電極の形成の前の少なくとも１つのタイミングで、前記蒸着マス
クの露出面又は前記蒸着マスクに形成された有機層の露出面を改質させる改質処理を行い
、
　前記改質処理は、前記蒸着マスクと交換するための予備の蒸着マスクを保管するマスク
ストッカの内部もしくは搬出口、又は前記蒸着マスクを交換するための減圧クラスタの内
部で行われる、有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記改質処理は、前記蒸着マスクに有機材料が新たに０.０５μｍ以上であって、１μ
ｍ以下堆積したタイミングで行われる、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記蒸着マスクが、前記蒸着マスクにおいて有機材料を通過させるために設けられた開
口の少なくとも周辺が樹脂フィルムのみで形成されたマスクである、請求項１又は２に記
載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項４】
　有機材料を蒸着する蒸着チャンバと、
　前記蒸着チャンバと仕切弁を介して接続され、前記蒸着チャンバ内の蒸着マスクの出し
入れを中継する減圧クラスタと、
　前記減圧クラスタと仕切弁を介して接続され、交換用の蒸着マスクを保管するマスクス
トッカと、
　前記蒸着マスクの表面又は該蒸着マスクに堆積した有機材料の表面を改質する改質処理
装置と
を含み、
　前記改質処理装置が、前記マスクストッカ又は前記減圧クラスタとは別に、前記減圧ク
ラスタと仕切弁を介して設けられている、有機ＥＬ表示装置の製造装置。
【請求項５】
　有機材料を蒸着する蒸着チャンバと、
　前記蒸着チャンバと仕切弁を介して接続され、前記蒸着チャンバ内の蒸着マスクの出し
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入れを中継する減圧クラスタと、
　前記減圧クラスタと仕切弁を介して接続され、交換用の蒸着マスクを保管するマスクス
トッカと、
　前記蒸着マスクの表面又は該蒸着マスクに堆積した有機材料の表面を改質する改質処理
装置と
を含み、
　前記改質処理装置が、前記マスクストッカの内部、又は前記蒸着マスクの出し入れをす
る搬出口の近傍に設けられる一対の電極と、前記マスクストッカの外部に配置され、前記
一対の電極に高周波の高電圧を印加する電源とを含んでいる、有機ＥＬ表示装置の製造装
置。
【請求項６】
　有機材料を蒸着する蒸着チャンバと、
　前記蒸着チャンバと仕切弁を介して接続され、前記蒸着チャンバ内の蒸着マスクの出し
入れを中継する減圧クラスタと、
　前記減圧クラスタと仕切弁を介して接続され、交換用の蒸着マスクを保管するマスクス
トッカと、
　前記蒸着マスクの表面又は該蒸着マスクに堆積した有機材料の表面を改質する改質処理
装置と
を含み、
　前記改質処理装置が、前記マスクストッカ又は前記減圧クラスタの内部にプラズマを生
成する窒素又は酸素のガスの供給源と、高周波電界を形成し得る高周波電源とで形成され
ている、有機ＥＬ表示装置の製造装置。
【請求項７】
　有機材料を蒸着する蒸着チャンバと、
　前記蒸着チャンバと仕切弁を介して接続され、前記蒸着チャンバ内の蒸着マスクの出し
入れを中継する減圧クラスタと、
　前記減圧クラスタと仕切弁を介して接続され、交換用の蒸着マスクを保管するマスクス
トッカと、
　前記蒸着マスクの表面又は該蒸着マスクに堆積した有機材料の表面を改質する改質処理
装置と
を含み、
　前記改質処理装置が、窒素又は乾燥空気を満たす容器と、前記容器内を８０℃以上であ
って、５００℃以下で保持する加熱器とを有している、有機ＥＬ表示装置の製造装置。
【請求項８】
　前記乾燥空気が、露点－５０℃以下の乾燥空気である、請求項７に記載の有機ＥＬ表示
装置の製造装置。
【請求項９】
　有機材料を蒸着する蒸着チャンバと、
　前記蒸着チャンバと仕切弁を介して接続され、前記蒸着チャンバ内の蒸着マスクの出し
入れを中継する減圧クラスタと、
　前記減圧クラスタと仕切弁を介して接続され、交換用の蒸着マスクを保管するマスクス
トッカと、
　前記蒸着マスクの表面又は該蒸着マスクに堆積した有機材料の表面を改質する改質処理
装置と
を含み、
　前記改質処理装置が、蒸着マスクを収納する容器と、前記容器内の前記蒸着マスクの表
面に照射する紫外線を供給する紫外線供給装置とを有している、有機ＥＬ表示装置の製造
装置。
【請求項１０】
　前記照射する紫外線が、１８５ｎｍ及び／又は２５４ｎｍの紫外線である、請求項９に
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記載の有機ＥＬ表示装置の製造装置。
【請求項１１】
　前記紫外線供給装置が、低圧水銀ランプである、請求項９又は１０に記載の有機ＥＬ表
示装置の製造装置。
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